
事 務 連 絡 

平成２４年６月２７日 

 

 

各都道府県市区町村担当課 御中 

 

 

総務省自治行政局住民制度課 

 

 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行後における特定事務受

任者の申出書類等について 

 

 

住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成２１年法律第７７号）、住民基本

台帳法施行令の一部を改正する政令（平成２２年政令第２５３号）及び住民基

本台帳法施行規則の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第１１３号）が

平成２４年７月９日から施行され、外国人住民も住民基本台帳制度の対象とな

ることに伴い、特定事務受任者の所属する会が発行する住民票（戸籍の附票）

の写し等の交付を申し出る書類（以下「統一申出書様式」という。）について、

様式の変更を行うとして、今般、別添のとおり、各士業に係る全国的な連合組

織から、それぞれの士業についての統一申出書様式の送付を受けましたので、

転送します。 

なお、これらの統一申出書様式については、市区町村においても、不正な申

出を防止するため、所属会（全国的な連合組織を含む。）の発行によるものであ

ること及び申出者の資格、氏名、登録番号、事務所所在地など、当該申出者が

特定事務受任者である旨の厳格な確認が求められるものですが、一方で下記の

注に記載する事項については、柔軟な取扱いをすることが適当と考えておりま

すので、御留意願います。 

貴都道府県内の市区町村に対しても、この旨周知くださるようお願いいたし

ます。 

 

(注 1) 統一申出書については、戸籍法に係る申出書類と併せて様式を作成して

いることなどのため、名称が「請求書」となっていたり、住民基本台帳法

の関係条項の引用が厳密さを欠く場合もあるが、これらに関しては、市区

町村において、適宜、法令の関係規定に照らし、必要な読み替えを行い、

申出者の実質的な意図を踏まえた判断を行うこと。 

 



 (注 2) 今回送付する統一申出書様式の使用に際して、各士業における事情に

かんがみ、本年７月９日から完全な切り替えを行うのではなく、一定の経

過措置期間を必要とする場合もあるが、こうした士業に係る統一申出書に

替わって、必要 小限の範囲で、従来の請求書様式を用いることもやむを

得ないこと。この場合、従来の様式が、法令の規定に基づく記載事項と対

応していないときは、適宜、追加・修正等を行い、必要事項を記載させる

よう取り扱うこと。なお、各士業に係る具体の取扱いについては、別途事

務連絡にて通知すること。 

 

添付書類 

様式１ 日本弁護士連合会（弁護士） 

様式２ 日本司法書士会連合会（司法書士） 

様式３ 日本土地家屋調査士会連合会（土地家屋調査士） 

様式４ 日本税理士会連合会（税理士） 

様式５ 全国社会保険労務士会連合会（社会保険労務士） 

様式６ 日本弁理士会（弁理士） 

様式７ 日本海事代理士会（海事代理士） 

様式８ 日本行政書士会連合会（行政書士） 

 

      

  

   

      


























